
東京消防庁職員互助組合

第１ 監査対象の概要

１ 事 業 の 内 容

（１）事 業 の 概 要

東京消防庁職員互助組合（以下「互助組合」という ）は、組合員相互の福利厚生を図るこ。

とを目的として、東京消防庁職員互助組合に関する条例（昭和３５年東京都条例第１９号、以

下「条例」という ）に基づき昭和３５年３月に設置された団体で、主に次の事業を行ってい。

る。

ア 給付事業

イ 福利事業

ウ 厚生資金貸付事業

（２）都 と の 関 係

都は、互助組合に対し、毎年度組合員の組合費（給料月額の３．２／１，０００×１２）総

額の３倍相当額を事業助成交付金（条例第２条）として交付している。また、平成１０年度か

ら厚生資金貸付事業（生活資金、交通資金等）に要する原資の金融機関からの借入（平成１０

年度、平成１１年度とも１３億７，８４０万円）について損失補償をするとともに、厚生資金

原資借入経費負担金（厚生資金原資借入経費負担金交付要綱第２条）として借入金に対する利

子相当額を交付している。

平成１０年度及び平成１１年度の交付金及び負担金の状況は表１のとおりである。

（表１）交付金及び負担金の状況

（単位：千円）

区 分 平 成 １ ０ 年 度 平 成 １ １ 年 度

事 業 助 成 交 付 金 ７８７，９４５ ８０２，０１１

厚生資金原資借入経費負担金 ２８，９６０ ２４，２８０

２ 組 織

互助組合は 事務所を千代田区大手町一丁目３番５号 東京消防庁内 に置き 役員１０名 組、 （ ） 、 （

合長１名、理事７名、監事２名（非常勤役員１０名 、評議員２２名及び職員１１名（都派遣））

職員１１名）で２係をもって構成されている。



第２ 監査の範囲及び実地監査期間

１ 監 査 の 範 囲

平成１０年度及び平成１１年度の補助事業等について実施した。

２ 実地監査期間

（１）東京消防庁 平成１３年２月１４日

（２）互 助 組 合 平成１３年２月１９日、２１日及び２６日

第３ 監 査 の 結 果

１ 事業実績について

平成１０年度及び平成１１年度における給付事業、福利事業及び厚生資金貸付事業の主な実績

は、表２、表３及び表４のとおりであり、別項指摘事項を除き、事業は補助等の目的に沿って適

正に執行されている。

（表２）主な給付事業実績

平 成 １ ０ 年 度 平 成 １ １ 年 度

区 分

給 付 件 数 給 付 額 給 付 件 数 給 付 額

件 千円 件 千円

災害見舞金 ０ ０ ２ ３００

普 通

弔 慰 金 ６０４ ５１，５５０ ５９３ ４７，５５０

結 婚 祝 金 ３４８ ２４，３６０ ３６６ ２５，６２０

就 学 祝 金 １，８２１ ３６，４２０ １，７８５ ３５，７００

退 職

せ ん 別 金 ３９０ ９３，３７０ ４４７ １２２，３８０

公 務 傷 病

見 舞 金 ４０ １，６２０ ４５ １，９１０

普 通 傷 病

見 舞 金 １１６ ２，３２０ １２７ ２，５４０

義 務 教 育

終 了 祝 金 １，２５４ ２５，０８０ １，１１７ ２２，３４０

（注） 組合員に給付を行う事業で、組合費・事業運営交付金を財源としている。



（表３）主な福利事業実績

（単位：千円）

執 行 額

区 分 事 業 内 容

平成１０年度 平成１１年度

料金の一部助成

指定旅館等の施設 ２７８，１４７ ２３９，７１８

７１施設(平成10年度)

夏 季 借 上 施 設 ６７施設(平成11年度) ９２，４５８ ９２，５１９

プール、スケート場 料金の一部助成

等 の 利 用 助 成 １１，１８５ １０，１２９

組合員に体力増強用品

体 力 増 強 事 業 を支給 １３８，６４０ １３９，７７１

文化講座を開設し利用

カ ル チ ャ ー 事 業 料を助成 ２０，５０７ １４，０７６

剣道・体育・駅伝大会

体育大会等の助成 へ助成 ３１，０３３ ２１，８７６

（注） 組合員の福利向上に資する事業で、組合費・事業運営交付金を財源としている。

（表４）厚生資金貸付事業実績

平 成 １ ０ 年 度 平 成 １ １ 年 度
区 分 備 考

件 数 金 額 件 数 金 額

件 千円 件 千円

厚生資金貸付金 ５，０３１ ９１９，９１３ ４，０４９ ７４６，７２３

生 活 資 金 ６３６ ６３，６００ ５８１ ５８，１００ 一時的な生計資金の貸付

特別生活資金 ２６３ ２９１，４００ ２０８ ２３３，１００ 災害・葬祭等費用の貸付

一 般 資 金 ４６２ １３２，２００ ３７７ １０８，４００ 一時多額の費用の貸付

交 通 資 金 ２，２５６ ２７３，６６６ １，８５６ ２３０，３６９ 定期乗車券購入費の立替

物資購入資金 １，４１４ １５９，０４７ １，０２７ １１６，７５４ 生活用品購入費用の立替

返 還 金 延べ74,954 ９１１，２１９ 延べ66,786 ８１２，６６５

生 活 資 金 13,093 ６６，９５０ 12,267 ６２，０６０ 20か月返還

特別生活資金 13,788 ２５０，３４１ 12,665 ２４７，６６９ 10 60～ か月返還

一 般 資 金 9,474 １０３，４３９ 11,086 １１４，０００ 20､30か月返還

交 通 資 金 16,399 ３２４，３７１ 11,819 ２４１，６３８ 6か月返還

物資購入資金 22,200 １６６，１１７ 18,949 １４７，２９６ 10 20～ か月返還

（注）組合員に貸付を行う事業で、金融機関からの借入金を原資としている。



２ 指 摘 事 項

（１）互 助 組 合 関 係

ア 貸付未償還金の適正な額を把握すべきもの

互助組合は、職員に対する厚生資金貸付事業の実施に当たり、貸付金の原資の借入について、

損失補償及び借入経費負担金（利子補給）を都から受けている。

ところで、平成１１年度末の厚生資金貸付未償還金について調査したところ、表５のとおり財

産目録記載の未償還金の額と貸付金の基本台帳における個人別未償還金の合計額とに、不一致が

認められた。

互助組合は、貸付未償還金の額の不一致について調査し、適正な額を把握されたい。

（表５）平成１１年度末厚生資金貸付未償還金現在高

（単位：円）

区 分 財産目録（Ａ） 基本台帳（Ｂ） 差（Ｂ－Ａ）

厚生資金貸付未償還金 895,842,867 917,382,379 21,539,512


